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関住協だより                              

  
                              〒542-0081 大阪市中央区南船場1－13－27アイカビル４Ｆ 
                             (06)4708－4461  FAX(06)4708－4462  

            

  No.104   2019. 1. 23 
 
 

うちのマンション 

ここが自慢 
 

「サンハイツサロン」 

            学園前サンハイツ団地管理組合法人 

 １１月２０日に、長ーい名前の管理組

合を訪問しました。 

 予備知識として毎月楽しくいろいろ

なテーマで「サンハイツサロン」という

名の集い（自治会が運営）をしていると

のことで参加させていただきました。 

 学園前サンハイツは、築５３年で３階

建て６棟からなる７８戸のマンション

です。新入居当時は左右を山や田んぼに

囲まれ、樹木が多く時には狸が出たり、

キジが飛びかう自然豊かな環境だった

とのことです。現在は、まわりの山や田

んぼが開発され戸建て住宅が多くある住宅地となっています。 

 当団地は棟と棟の間は広く、この間には駐車場とバルコニー側は樹木が多く草花の花壇

も有り、気持ちの良い空間もある緑の多い団地です。 

 入居時から管理組合の運営は自主管理でしたが、管理組合と自治会の役員がそれぞれ１

３名で２６名になり、双方の役員として３~４年で回ってきます。高齢化も進み大変とのこ

とで、２０１７年に委託管理に代えられて１３名が双方の役員を兼ねることになりました。

時間的にも余裕ができコミュニティを高めるため、いろいろな催しが行われる中で「サン

ハイツサロン」も月例会として行われるようになったとのことでした。 

 時間的な関係で今日の出席者が少ないかもしれないと、前理事長の大形さんは言われて

いましたが８名の方が来られました。毎月の例会には、奈良市地域包括支援センターの方

も出席され、いろいろな助言をされているそうです。当日はセンター長の杉山さんが参加

されました。 

 これまでの例会では、フルート演奏会（在住者による），究極の省エネ・・・手作りうち

わ作り（１８名参加），悪徳商法の被害防止（奈良市出前講座）などが行われていました。

それぞれの季節や時期に合った問題なども取り上げられています。 

 事務局通信 ２０１９．１ 
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 当日は、山上さんの司会で始まり、まずラジ

オ体操をし、最初に、頭の活性化のための８か

所の間違い絵探し（時間は１分３０秒と１分の

２種類）、わあわあ言いながらの間違い探しで

した。次は、支援センター長の、頭の体操と手

先の体操（手先の血流をよくする運動でもあ

る）。手先の体操では、手を替えてと言われる

と一瞬まごついて冷や汗がでる始末でした。 

 その後は、茶菓が出されての懇談会でした。

いろいろな話題が出され楽しい時間でした。 

 １２月の例会の日時と題材の話しになり、１２月は２０１９年度のカレンダー（小型の

カレンダー）に四季折々の草花の写真を取り付けることをしようとの話がまとまり、材料

の仕入れ等が話し合われました。 

 最後に、アドバイザー的役割をしておられる中村さんが、どのような催しでもそうなの

だが女性の参加者は多いが、男性の参加者が少ないのが気にかかるとの話でした。もっと

気軽に老若男女が集まれるような場になればとの話がありました。 

 「認知症」や「ボケ防止」のためには人と話すことが大切とは多くの識者も述べている

ところです。 

 これからも、ますます「サンハイツサロン」が楽しく発展することを願って帰途につき

ました。 

 

 

 

高齢者への対応講座を開きました 

 

 １１月１７日、関住協の「高齢者への対応」の講座を開きました。 

この講座を開くきっかけになったのは、昨年７月の関住協だよりで「成年後見人制度、

任意後見人制度・・・今はまだまだ元気だが」と題する文書が会員の投稿として掲載され、

同じく９月の関住協だよりで、あるマンションの取り組み「月２回『うたのつどい』と『い

きいきサロン』・・・住民の高齢化にどう備えるかの思いで」と題するルポが掲載されまし

た。その後、１０月号でも高齢者向けの取り組みの記事が相次いで掲載されました。 

世話人会で高齢者についての講座を開くことを決め、「どのように行なうのか」種々議論

しましたが、管理組合が取り上げるには非常に重い課題で、テーマの幅も広く議論の中で

認知症を取り上げてはどうか、まず認知症についての勉強会を開こうとの議論が出ました。 



3 

その他、「成年後見人」

についての勉強会はどう

かなど色々な意見が出ま

したが、最終的に「高齢

者への対応」と題して、

管理組合が現に取り組ん

でおられる活動を紹介し

よう、それを参考にして

頂ければ他の管理組合で

も取り組み可能ではないか、管理組合としての取り組みは困難だが、「知っておれば、公的

機関への取り次ぎ」なら可能では？との観点で講座を開くことにしました。 

世間的に「高齢者問題」をとらえる場合にどうしても「高齢＝マイナス」の報道等が多

く出されています。高齢は誰にも区別なくやってきます。避けることのできないものです。

それならば、「高齢者が安心して暮らせる」マンションに少しでも近づけるための方法を一

緒に考えましょう、との思いで取り組みました。 

講座は１６名が参加されました。事前に会員組合にアンケートを行い、２６組合から回

答を頂きました。 

ご協力ありがとうございました。 

・ 備蓄品の保管、各種名簿を備えているのか 

・ 高齢者に対する見守り活動、コミュニティ

活動 

・ 高齢者・障害のある方等に対して管理組合

の役員を免除の制度があるのか 

・ 地域包括支援センター・民生委員に対する

認知度合い 

・ 気がかりなことなど 

アンケートの記載に基づいて具体的に説明しました。 

 講座後にある管理組合の理事長さんから、「内容が充実していてとても良かった」との感

想が寄せられました。参加者からのご意見をお寄せ下さい。また、「うちの組合ではこん

なことをしている」とのニュースもお送りください。機関誌を通じてお知らせしたいと思

います。今回、アンケートで寄せられた取り組みについては実際にそのマンションを訪問

させて頂き、取材もしたいと思います。 

 講座が終っての反省としては、参加者の意見交換の時間が少なかったとの思いもあり、

講座運営について勉強する必要を感じました。 
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質問に答えて 

結露とは 

冬の寒い朝、住戸のサッシ枠やガラスの内側に水滴がつき、下方向に流れ出して、窓枠

や周辺の壁面が濡れています。ひどいときには壁面や天井が濡れてクロスがめくれ、カビ

が生えたりします。また、押入内のベニヤが濡れて湿ったり、カビが生えたりして収納物

品に被害が出ることもあります。 

１）住戸内での水蒸気の発生源は、どのようなものがあるか 

① 炊事（ガスコンロ、炊飯器、台所の湯沸かし

器）や食事（鍋料理など） 

② コーヒーポット、給湯ポット 

③ 石油ストーブ、ガスストーブ、加湿器 

④ 浴室（入浴、浴室清掃）、洗面（洗顔、入浴

後の湯気） 

⑤ 洗濯（水の使用）洗濯物の室内干し（洗濯物） 

⑥ 熱帯魚などの観賞用水槽 

⑦ 観葉植物などの植木鉢 

２）なぜ結露が発生するか 

温度の高い方が多くの水蒸気量を空気中に含むことができます。 

暖かい水蒸気を含んだ空気が移動して流れ込み、冷たいサッシ枠、ガラス面や冷たい壁

面、天井面や押入内の壁面・天井面に触れて、空気が冷やされることにより水滴となって

結露が発生します。 

３） 結露対策 

空気を冷やさないことが重要で、結露しやすい箇所の温度が下がらないようにすること

です。できるだけ北側の部屋も暖房をして食堂やリビングなどと温度差が生じないように

します。但し、暖房器具は燃焼ガスによる水蒸気の発生がないものを選択しましょう。 

その他、住戸壁面の断熱性能を向上させることを、住戸内リフォーム時に検討してみる

のも一案ですが、断熱材の選択には注意が必要です。 
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住戸全体を暖房して、各部屋間の温度差をできるだけ少なくする。但し，光熱費の負担

増大が気になるところです。 

水蒸気の発生がない、または少ない暖房機器を使用するのが、結露対策では望ましい。 

4）結露対策の参考事例として 

① 石油ストーブ、ガスストーブの使用を避けて、電気ストーブ、ハロゲンストーブなど

を使用する。 

② 住戸内の各室（特に北側の部屋と南側の食堂、リビング、居室などの部屋間）は、で

きるだけ温度差を少なくする。 

③ 浴槽は、こまめに上蓋をする。入浴後は速やかに濡れている壁面や天井を拭き取り、

窓を開け、浴室内の湿気を外部に排気する。 

④ 洗濯物の部屋干しはできるだけ避けて、可能なら衣類乾燥機を使用する。 

⑤ 換気扇の運転時間は、できるだけ長くする。この時、換気扇（排気口）の遠い箇所か

ら給気（換気小窓や小窓を開ける）をする。 

⑥ 加湿器はできるだけ使用を控える。除湿器や湿気取りの使用も考える。 

⑦ 押入のふすまは、少しだけ開けておき、扇風機等で室内空気を循環させて部屋と押入

の室温差を少なくする。（押入の外壁側に面した壁面から約 10 センチ程度のすき間を

空けて物品は収納する。できれば、壁スノコ、床スノコを使用する） 

⑧ 部屋の北側に面した外壁面から約５～10 センチ程度のすき間を空けて、タンスなどの

家具を配置する。 

⑨ サッシ枠やガラス面の内側に水滴がついて結露している場合は、こまめに拭き取りす

る。結露の量が多い場合は、サッシの下側にタオル等を敷き込んで結露水を吸収する。 

⑩ 住戸の玄関扉の内側（枠、扉表面）に水滴がついて結露している場合は、こまめに拭

き取りする。 

集合住宅維持管理機構   

常務理事 小薄和男 

下記はあくまでも個人の経験談です。 

♦換気扇が洗面所（浴室に隣接）に無い場合、入浴後に浴室の小窓を開け放して、洗面所に

扇風機を置いて、できるだけ湿った空気を外部に早く排気することを工夫している。 
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「物言う管理組合」の姿勢を示すことが大切 

工事見学会に参加して 

 

タイトルは１２月１５日に行なわれたサンマン

ションアトレ尼崎波洲アベニューの工事見学会で

の修繕委員長さんの言葉です。 

ＪＲ尼崎駅からも近く、近くに中学校が１校、高

校が３校ある２００５年２月に竣工した６５戸の

比較的新しいマンション。はじめての大規模改修工

事となる。工事説明会の管理組合あいさつで経過を

報告された。 

３年前、管理会社から「そろそろ大規模修繕工事

の時期」との示唆で、工事のすすめ方についての説

明を受け、以降、管理会社の「提案」「助言」「（資

料）作成と助言」でコンサルタントの募集を行い、

最終的に管理会社の「助言」を受けて最安値のコン

サルを決定。 

住民アンケート・建物調査等を行い、工事仕様書

作成、工事概算費用の確認、見積参加業者の公募ととんとん拍子に進行した。この段階で

管理組合として、今後のすすめ方について検討し、現状のまま大規模修繕工事の計画の進

行を中止することとし、コンサル会社との契約を解除した。（それまでに行った業務に対し

ては経費を精算） 

主な理由として、 

① 建物調査・診断で直ちに工事を行なわなければならない状態ではないとの報告を受けて

いる。 

② 作業のすすめ方や見積に疑問を生じる内容があり、管理組合で慎重に精査する必要があ

ると判断した。具体的にはコンサルが提出した見積とその時点ての修繕積立金がほぼイ

コールであったこと。「コンサル、工事業者、管理会社」の癒着があるのでは、との疑

念。 

③ 当時、マスコミで分譲マンション大規模修繕工事に関し、「悪質コンサル・管理会社」

に関する情報が相次ぎ、さらに国交省から「設計コンサルタントを活用したマンション

大規模修繕工事の発注等の相談窓口の周知について」と題する通知が出された等の事情

があった。 
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管理組合で今後のすすめ方につい

て検討した結果、素人では難しいの

で、第三者の専門家の意見を聞くこ

とにした。具体的にはＮＰＯ法人集

合住宅維持管理機構の「訪問型勉強

会」でアドバイスを受け、同時に設

計業務・施行者選定補助業務、工事

監理業務の見積を依頼した。 

「管理会社まかせでは、納得でき

る工事にはなりにくい（管理組合で

計画を進める）」ことなどのアドバ

イスを受けた。その後、機構のアド

バイスのもとに業者選定を行った結果、先のコンサルのもとで行った見積と比べ、「工事内

容が充実した」にもかかわらず、金額的に１０００万円以上も安くなった。修繕委員長さ

んは「無知なるが故に発生する損失を未然に防いだ」。 

業者選定にいたる様々な段階で「管理組合としての意見を出して来なかったことに気が

ついた」「素人は素人なりに勉強が必要である」とも。進めて来た工事計画を中止するには

かなりの勇気が必要であったともおっしゃっていた。 

このケースは単にこのマンションだけではなく、他のマンションでも思い当たることが

あるのでは、と思われる。それだけにこのマンションの経験を生かすことが大切と感じた。 

サンマンションアトレ尼崎波洲アベニューの第一回大規模改修工事も今年相次いだ台風

の影響もあり、多少の遅れがあるが、最終盤を迎えつつある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人 マンション管理支援の関住協 

第 19 回定期総会のご案内 

3 月 2 日（土）午後 1 時 30 分～ 

アイカビル 4F 集合住宅維持管理機構セミナールームにて 
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ちがいさがし 

上の絵と下の絵で８つのちがいがあります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答ははがきに下の絵を貼り付け、ち

がう所に印をつけてください。住所、

氏名、年齢、さらに余白にこの号をお

読みになった感想などもお書きくだ

さい。締め切りは 2 月 15 日。正解者

の中から抽選で 5 名の方に図書カー

ド（500 円分）をプレゼントします。

発表は図書カードの発送に替えさせ

て頂きます。 

編集部から 前回の「ちがいさがし」

には 12 人の方から回答が寄せられ、次の

ようなコメントも記されていました。 

「まず「大阪北部地震」へのねぎらい

がとてもうれしかったです。今後の対策

も含め提案いただき有り難うございま

す。」（枚方市 49 歳） 

「「民泊禁止」が 9割超の記事が気にな

りました。オリンピックが近づくと訪日

外国人ももっと増えますので違法民泊が

増えるのは防犯上心配です。」（大阪市 50

歳） 

「マンション居住者はこれから益々、

老朽化，高齢化，自然災害の大規模化な

どの対策に迫られます。これからも有益

な情報と知識を頂けますようお願いいた

します」（堺市 67 歳）。 

 


